
大阪府市町村合併支援本部設置要綱 

 

 

（設置） 

第１条 府内における自主的・主体的な市町村合併の円滑な推進を総合的に支援するため「大

阪府市町村合併支援本部」（以下「支援本部」という。）を設置する。 

 

（所掌事項） 

第２条 支援本部は、市町村合併の支援施策についての総合企画及び調整を行う。 

 

（組織） 

第３条 支援本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。 

２ 本部長は、知事をもって充てる。 

３ 副本部長は、副知事の職にある者をもって充てる。 

４ 本部員は、別表第（１）に掲げる職にある者をもって充てる。 

 

（職務権限） 

第４条 本部長は、支援本部会議を招集し、これを主宰する。 

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、あらかじめ本部長の指名する副

本部長がその職務を代理する。 

 

（幹事会） 

第５条 支援本部の下に、支援本部の会議に付すべき議案を検討し、及び調整するため、幹事

会を置く。 

２ 幹事会は、別表第（２）の職にある者をもって組織する。 

３ 幹事会は、総務部市町村局振興課長が招集し、主宰する。 

４ 幹事会は、必要があると認めるときは、その都度関係課長等の出席を求めることができる。 

５ 幹事会の下部組織として、特定の課題を調整又は推進するため、必要に応じ検討会又はワ

ーキング・グループを置くことができる。 

 

（庶務） 

第６条 支援本部の庶務は、総務部市町村局振興課において行う。 

 

（雑則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、支援本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。 

 

附 則 

この要綱は平成１３年７月１０日から施行する。 

  附 則 

この要綱は平成１４年４月１日から施行する。 



附 則 

この要綱は平成１５年４月 1日から施行する。 

附 則 

この要綱は平成１６年４月 1日から施行する。 

附 則 

この要綱は平成１７年４月 1日から施行する。 

附 則 

この要綱は平成１８年４月 1日から施行する。 

附 則 

この要綱は平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は平成２７年７月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は令和４年４月１日から施行する。 

 



別表第（１）   本部員名簿 

副首都推進局長 

危機管理監 

政策企画部長 

総務部長 

市町村局長 

財務部長 

スマートシティ戦略部長 

府民文化部長 

福祉部長 

健康医療部長 

商工労働部長 

環境農林水産部長 

都市整備部長 

大阪都市計画局長 

大阪港湾局長 

教育長 

警察本部長  

 

 別表第（２）   幹事会名簿 

副 首 都 推 進 局 総務担当課長 

危 機 管 理 監 危機管理室防災企画課長 

政 策 企 画 部 
政策企画総務課長 

企画室政策課長 

総 務 部 

法務課長 

人事局人事課長 

市町村局行政課長 

市町村局振興課長 

財 務 部 財政課長 

スマートシティ戦略部 スマートシティ戦略総務課長 

府 民 文 化 部 府民文化総務課長 

福 祉 部 福祉総務課長 

健 康 医 療 部 健康医療総務課長 

商 工 労 働 部 商工労働総務課長 

環 境 農 林 水 産 部 環境農林水産総務課長 

都 市 整 備 部 都市整備総務課長 

大 阪 都 市 計 画 局 総務企画課長 

大 阪 港 湾 局 企画調整担当課長 

教 育 庁 教育総務企画課長 

警 察 本 部 
総務部総務課長 

警務部警務課長 



 


